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物件名 無線アクセスポイント 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
入札日    令和６年８月３０日（金） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

１ 一般競争入札に付する事項 
 
（１）購入物品等の件名 

無線アクセスポイント 
（２）購入物品等の規格、品質、性能、数量 

無線アクセスポイント仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 
（３）納入期限 

契約締結日から令和６年１０月１８日（金） 
（４）納入場所 

徳島県立総合教育センター 
    
２ 入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請等について 
 
（１）必要な資格  

この入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、アからオまでに掲

げる事項のすべてに該当する者であることとする。 
 ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
 イ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（昭和５６年

徳島県告示第２６号）第４条第１項の規定による審査を受け資格を有すると認められた者

であること。 
 ウ イの審査により資格を有すると認められた者で、徳島県内に本社を有する者、又は県内の

事業所等の代理人に徳島県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている

者。 
 エ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者。 
 オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な

関係を有する者と認められる者でないこと。 
（２）入札参加資格審査の申請手続きに関する事項 

 ２の（１）のイの入札参加資格を有していない者で、この一般競争入札への参加を希望する者

は、徳島県知事の定める一般競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添付して、６の（２）の

ア記載の提出期限までに以下に示す提出場所へ持参し、入札参加資格審査を受けなければならな

い。なお、同期限までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。 
 一般競争入札参加資格審査申請書の提出場所（持参のみ） 
  徳島市万代町１丁目１番地 
  徳島県企画総務部管財課 調度担当 
  電話番号      ０８８－６２１－２０６６ 
  ファクシミリ番号  ０８８－６２１－２８２８ 
※一般競争入札参加資格申請書（様式第１号）については、徳島県ホームページからダウンロー

ドするか、管財課において配布されているものを使用すること。申請内容について審査を担当す

る職員から説明を求められた場合はこれに応ずるものとする。 
 
 
 
 
 



 

３ 入札手続きを担当する課の名称及び所在地 
 

  〒７７０－８５７０ 
徳島市万代町１丁目１番地 

 徳島県教育委員会教育ＤＸ推進課 教育ＤＸ環境整備担当  
 電話：０８８－６２１－３０５２ 

FAX：０８８－６２１－３２９９ 
 電子メール：kyouikudxsuishinka@pref.tokushima.lg.jp 

 
４ 契約条項を示す場所及び契約を担当する機関 
 

徳島市万代町１丁目１番地 
徳島県教育委員会教育ＤＸ推進課 

 
５ 入札概要書及び仕様書の交付期間、場所及び方法 
 
（１）期間 

令和６年８月１９日（月）から令和６年８月２８日（水）午後５時まで 
（２）方法 

徳島県ホームページより入札説明書等を無料で配布する。 
 
６ 入札に参加する者に求められる事項等 
 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書の受領期限、提出場所及び提出方法 

本件入札に参加しようとする者は、入札参加資格を有することを誓約する書類（以下「一般

競争入札参加資格確認申請書」という。）を県の指定する様式により、①に掲げる受領期限まで

に②に掲げる提出場所へ提出しなければならない。 
一般競争入札参加資格確認申請書の審査の結果、入札参加資格を有すると判断した者に限り

入札に参加できるものとする。なお、県から一般競争入札参加資格確認申請書に関し説明を求

められた場合は、これに応じなければならない。 
①提出期限 

令和６年８月２８日（水曜日）午後５時まで 
②提出場所 

郵便番号７７０－８５７０ 
徳島県徳島市万代町１－１ 

徳島県教育委員会  教育ＤＸ推進課 教育ＤＸ環境整備担当 

③提出方法 
直接持参又は郵送（郵送による場合は、封筒の表面に「無線アクセスポイント参加表明書在

中」と朱書し、書留郵便にて、受領期限までに必着のこと。） 

 
（２）応札仕様書等の受領期限、提出場所及び提出方法 

本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする特定役務の仕様が、入札説明書に示し

た特質等に適合するものであることを証明する書類等（以下「応札仕様書等」という。）を県の

指定する様式により、①に掲げる受領期限までに②に掲げる提出場所へ提出しなければならな

い。 
応札仕様書等の審査の結果、採用し得ると判断され「適合」とされた応札仕様書等を提出し

た者に限り、入札落札決定の対象とする。なお、県から応札仕様書等に関し説明を求められた

場合は、これに応じなければならない。 



 

①提出期限 
令和６年８月２８日（水曜日）午後５時まで 

②提出場所 
郵便番号７７０－８５７０ 
徳島県徳島市万代町１－１ 

徳島県教育委員会  教育ＤＸ推進課 教育ＤＸ環境整備担当 

③提出方法 
直接持参又は郵送（郵送による場合は、封筒の表面に「無線アクセスポイント応札仕様書

等在中」と朱書し、書留郵便にて、受領期限までに必着のこと。） 
 

７ 仕様内容についての質問受付先、提出方法、受付期間及び回答 
 
（１）質問受付先 

３に同じ 
（２）提出方法 

「無線アクセスポイントに関する質問書」に質問内容を記載すること。 
持参（７の（１）の場所）、ＦＡＸ（０８８－６２１－３２９９）又は電子メール

（kyouikudxsuishinka@pref.tokushima.lg.jp）による（電話による問合せは不可）。 
（３）受付期間 

 令和６年８月１９日（月）から令和６年８月２６日（月）午後５時まで（土曜日、日曜日及

び休日等を除く。）の午前９時３０分から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。最終日

は正午まで。）。 
（４）回答 

 問合せに対する回答は、令和６年８月２７日（火）午後５時までに徳島県ホームページにお

ける本件の入札公告記事にて掲示するものとする。 
 
８ 入札手続等 
 
（１）入札・開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和６年８月３０日（金）午後１時３０分 

イ 場所 
徳島市万代町１丁目１番地 徳島県庁 １１階 会議室１１０６ 

（２）入札書の提出方法等 
  直接持参。 

（３）入札保証金及び契約保証金 
免除 

（４）入札の方法等（「入札書記載例」参照） 
ア 入札の方法は、総価で行うものとする。 
イ 入札書は所定の様式によるものとし、次に掲げるところにより作成しなければならない。 

①入札書には、入札金額、入札物件、入札保証金、入札年月日並びに住所及び氏名を記載し

なければならない。 
②文字はすべて「かい書」とし、インク又はボールペンで明確に記載すること。 



 

③「入札金額」はアラビア数字により記載し、訂正してはならない。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札とするので、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 
④ 「住所」及び「氏名」は、次の区分により正確に記載しなければならない。 

(ｱ）代表者が入札する場合は、代表者の住所及び氏名（法人、組合等にあっては、当該法

人、組合等の所在地及び名称並びに代表者の地位及び氏名）を記載すること。 
(ｲ）代理人が入札する場合は、代理権を与えた者の住所及び氏名（法人、組合等にあって

は、当該法人、組合等の所在地及び名称並びに代表者の地位及び氏名）並びに代理人

の住所及び氏名を記載すること。代理人が法人又は組合等の社員である場合は、法人

又は組合等の住所、法人名又は組合名等（支社・支店名等）及び氏名を記載すること

でも可とする。 

ウ 入札者は、入札物件、契約条項等及び県の係員から指定された事項を承知の上、第２号によ

る入札書を作成し提出しなければならない。この場合において、代理人により入札させると

きは、入札当日、入札前に代理権を証する「委任状」を提出しなければならない。（「委任状

記載例」参照） 
エ 入札者は、その提出した入札書を書き換え又は撤回することができない。 

（５）入札の無効 
ア ２に規定する入札参加者に必要な資格のない者の入札 
イ 記名のない入札 
ウ 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、または一定の金額をもって価

格を表示しない入札並びに次に掲げるところによりした入札 
①鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記具で作成したもの 
②金額をアラビア数字以外で記載し、または訂正したもの 
③「入札業務」で業務名の記載のないものまたは記載を誤ったもの 
④「住所及び氏名」の記載を誤ったもの 

エ 同一事項に対してした２通以上の入札 
オ 他人の代理人を兼ね、また２人以上の代理をした者の入札 
カ 代理人が入札する場合に委任状を提出しないでした入札 
キ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 
ク 郵送によりした入札 

（６）再度入札 
 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合において、入札参加者又はその

代理人が全員立会いしている場合は、開札後ただちに再度入札を行う。 
 再度入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。再度入札の回数は、原則として

１回を超えないものとする。 
 最初の入札で入札書の内容不備により無効入札となった者も、再度入札には参加させることが

できる。 
 
 



 

（７）落札者の決定方法   
  有効な入札書を提出し、かつ６によりこの入札説明書及び公告等に示した物品等の納入につい

て証明した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示したものを落札者とす

る。 
 なお、落札者となるべき同価の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに該当入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるとき

は、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 
（８）契約の締結 

 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して ５日以内に県が指定する契約書により、

契約を締結しなければならない。この期間に落札者が契約の締結をしないときは、その者の落札

は効力を失うものとする。なお、この契約に関し、落札者は、契約金額の積算内訳書を提出しな

ければならない。 
 
９ 開札に立ち会う者に関する事項 
 この入札の開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、原則入札者立ち会いのもとで行

う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、この入札に関係のない職員を立ち会わせ

て行う。 
 
１０ その他 
（１） 入札書提出時の提出書類 

ア 入札書 １通 
イ 委任状（代理人が入札する場合） １通 
ウ 顔写真付きの身分証明書 
 （委任状における受任者及び入札書における代理人の住所が法人又は組合等の住所であるとき

は、法人又は組合等の顔写真付きの社員証等） 
（２） 入札書提出時の留意事項 

ア ８の内容を再度確認し、入札書記載内容に誤りがないかどうか確認すること。 
イ 入札直前に、入札書記載内容の確認を行うので、封筒に封をせず持参すること。 
ウ 本人確認ができない場合は、入札に参加できないものとするため、注意すること。 

（３） 再入札時の提出書類 
ア 入札書及び封筒の予備 １通 

（４） 再入札時の留意事項 
ア ８の内容を再度確認し、入札書記載内容に誤りがないかどうか確認すること。 
イ 入札直前に、入札書記載内容の確認を行うので、封筒に封をせず持参すること。 


